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１ 招集日時 令和４年６月６日（月）  午前１０時００分 

 

２ 開会日時 令和４年６月６日（月）  午前１０時０２分 

 

３ 閉会日時 令和４年６月６日（月）  午前１０時３６分 

 

４ 会議の場所 井原市役所 ４階 大会議室 

 

５ 出席、欠席、遅参、又は中途退場した委員 

議席 

番号 
氏  名 出欠等の別 

議席 

番号 
氏  名 出欠等の別 

１ 欠員  ９ 佐 能 直 樹 出 席 

２ 早 川 康 史 出 席 10 田 中 敏 子 〃 

３ 田 中 昭 和 〃 11 川 上   茂 〃 

４ 山 岡 宏 子 〃 12 三 村 多美子 〃 

５ 石 井 昭 子 〃 13 簀 戸 利 昭 〃 

６ 澤 木   功 〃 14 佐 藤 千惠子 〃 

７ 金 澤 憲 男 〃 15 森 永 忠 義 〃 

８ 坂 屋 友 治 〃 16 上 野 博 幸 〃 

 

６ 出席、欠席、遅参、又は中途退場した農地利用最適化推進委員 

担当 

区域 
氏  名 出欠等の別 

担当 

区域 
氏  名 出欠等の別 

１ 佐 藤 尚 孝 出 席 ４ 三 宅 勝 志 欠 席 

１ 谷 本 悦 久 〃 ４ 山 本 哲 章 出 席 

２ 斎 藤 俊 二 〃 ５ 川 上 新太郎 〃 

３ 植 田 隆 志 〃 ５ 川 上 哲 雄 〃 

３ 黒 木 敬之介 〃 ５ 三 宅 英 夫 〃 

 

７ 会議に出席した者 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

局  長 中 山 浩 一 主任主事 高 村   亮 

次  長 多 賀 浩 恵 主  事 小 川 貴 史 

主任主事 河 合 健 祐 主  事 岩 川 悠一郎 

 

  氏   名  氏   名 

傍 聴 人    
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８ 提出議案 

議 案 番 号 議            題 

議案第 9号 農地法第 3条許可申請について 

議案第 10号 農地法第 5条許可申請について 

議案第 11号 農用地利用集積計画の同意について 

 

９ 結果 

議 案 番 号 議            題 採決結果 

議案第 9号 農地法第 3条許可申請について 許可 

議案第 10号 農地法第 5条許可申請について 許可 

議案第 11号 農用地利用集積計画の同意について 同意 

 

１０ 議事録署名委員の番号、氏名 

  井原市農業委員会会長    １５番 森 永 忠 義 

  井原市農業委員会委員     ６番 澤 木   功 

  井原市農業委員会委員     ７番 金 澤 憲 男 

 

１１ 議事経過の概要 

  次のとおり 
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第 3 回 農 業 委 員 会 会 議 議 事 録 

 

令和 4年 6月 6日午前 10時 02分、会長が第 3回農業委員会の開会を宣した。 

 

会  長   皆様おはようございます。昨夜は我々百姓をするものにとって、とても良い

雨が降りました。山間部では既に田植えも終わった頃かと思います。 

       さて、新聞の記事でございますが、太陽光パネルの廃棄についてどのように

対応していくかということであります。太陽光パネルの寿命は 20 年から 30 年

と言われており、2030 年代の後半からは最大 80 万トンに廃棄量が増える見込

みということです。現状、適切に処理をしたとしても、大量の埋め立てゴミが

発生するため、そのあたりも今後はしっかりと考えていかなければならないと

いうことであると思います。 

       また、ロシアのウクライナ侵攻などにより、肥料の価格が高騰しております

が、逆に米価は安くなっており、農家は非常に困っているという状況でありま

す。そのような中、国は肥料に対して補助金制度を創設する検討に入ったそう

でございます。遅きに失した感もありますが、多少でも前向きに農業者の事を

考えてくれれば良いと思います。 

       これから、南部では田植えのシーズンになり忙しくなりますが、健康には十

分に留意していただき、農作業に励んでもらえればと思います。 

  それでは議事に入ります前に、本日の議事録署名委員に、6 番席の澤木功委

員、7番席の金澤憲男委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

本日は、農業委員は全員出席、推進委員は三宅勝志委員が欠席でございます。

本日の付議事項といたしまして、議案第 9 号農地法第 3 条許可申請について、

議案第 10号農地法第 5 条許可申請について、議案第 11 号農用地利用集積計画

の同意について、それぞれ順次上程いたします。審議の程よろしくお願いしま

す。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、できるだけ短時間

で終わりたいと思います。事務局の説明のうち、事前にお配りしております議

案に記載してある事柄は可能な限り省略し、簡潔に説明するようにお願いしま

す。 

  それでは、議案第 9 号農地法第 3 条許可申請についてを議題といたします。

1番について事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  今月の議案第 9号農地法第 3 条許可申請は 1件で、所有権の移転に関するも

のです。1番について説明します。 

  1番の譲受人●●●●の件について朗読説明。 

  以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

会  長  この件について、地元委員の意見を求めます。 
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●●委員  推進委員の●●です。先日、譲受人にお会いをしてお話を伺いました。譲受

人は現在 2 畝ほどの畑を所有しておりますが、もっと野菜を作りたいというこ

とで、今回、自宅東隣の田を求められたということです。この後の利用権設定

について同意を得られれば、下限面積もクリアできますし、有機無農薬栽培を

したいという意欲をみせていますので、問題はないと思います。 

 

会  長  この件についての質問を求めます。 

 

委  員  無しの声あり 

 

会  長  それでは質問がないようですので、質疑を打ち切り採決いたします。ご異議

ございませんか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  それでは許可と決定してよろしいか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  異議なしと認め、許可として決定いたします。 

       続きまして、議案第 10号農地法第第 5条許可申請についてを議題とします。

1番について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  今月の議案第 10 号農地法第 5 条許可申請は 4 件で、すべて所有権の移転に

関するものです。それでは、1番について説明いたします。 

  1番の第 5条の譲受人●●●●の件について朗読説明。 

  転用理由は、譲受人は、令和 2 年 4 月 7 日付け、農地法第 5 条許可を受け、

自宅の北側に露天駐車場を整備したが、敷地境界を越えていることが判明した

ため、申請地を譲り受けて転用許可申請をするものです。   

       以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

会  長  この件について、現地を確認しました当番委員の意見を求めます。 

 

●●委員   ●番席の●●です。5月 25日に●●会長、●●委員、事務局 2人と現地確認

を行いました。申請地は●●線を少し入った場所にあります。申請人は、先程

の説明にもありました通り、転用許可を受け露天駐車場を整備しましたが、越

境してしまっていたということです。排水経路についても、しっかりとしてい

るため、問題はないかと思います。 
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会  長  ありがとうございました。続いて、地元委員の意見を求めます。 

 

●●委員  ●番席の●●です。申請地につきましては、令和 2 年 4 月に転用許可をうけ

ておりましたが、いくらか図面と違ったということであります。始末書も出て

おりますので、問題ないかと思います。 

 

会  長  ありがとうございました。確認委員、地元委員の説明が終わりましたが、こ

の件についての質問を求めます。 

 

委  員  無しの声あり 

 

会  長  それでは質問がないようですので、質疑を打ち切り採決いたします。ご異議

ございませんか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  それでは許可と決定してよろしいか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  異議なしと認め、許可として決定いたします。 

  続きまして、2番について事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   2番の第 5条の譲受人●●●●株式会社の件について朗読説明。 

       転用理由は、譲受人は申請地の南側で工場を経営しているが、事業の拡大を

予定しており、既存の駐車場が手狭になるため、申請地を譲り受けて 83台分の

露天駐車場を整備するものです。 

       以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

会  長  この件について、現地を確認しました当番委員の意見を求めます。 

 

●●委員  ●番席の●●です。申請地は●●●●の、譲受人が経営する工場の道路を挟

んで北側にあります。譲受人は事業拡大の予定があるため、駐車場を増やした

いということでした。雨水も既存の水路に排水するということであり、問題は

ないと思います。 

 

会  長  ありがとうございました。続いて、地元委員の意見を求めます。 
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●●委員  ●番席の●●です。申請地は事務局や当番委員からの説明にもあったとおり、

譲受人の会社の北側の土地になります。現在の駐車場は少し遠くにあり、職員

が 200ｍほど歩いて会社に来ていたため、近くに駐車場が欲しいということも

あったようです。排水は雨水だけということで、現地写真にもあるように、南

側の既存の水路に、きちんと排水するということで説明を受けました。特段問

題は無いと思います。 

 

会  長  ありがとうございました。確認委員、地元委員の説明が終わりましたが、こ

の件についての質問を求めます。 

 

委  員  無しの声あり 

 

会  長  それでは質問がないようですので、質疑を打ち切り採決いたします。ご異議

ございませんか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  異議なしと認め、許可として決定いたします。 

  続きまして、3番について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  3番の第 5条の譲受人●●●●の件について朗読説明。 

  転用理由は、譲受人は申請地の東隣の集会所を拠点として、地域の共同活動

を行う団体であるが、既存の駐車場が手狭なため、申請地を譲り受けて 13台分

の露天駐車場を整備するものです。 

  以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

会  長  この件について、現地を確認しました当番委員の意見を求めます。 

 

●●委員  ●番席の●●です。場所ですが、●●線を北上し、●●町に入り、右手に少

し下ったところに位置します。●●●●と●●●●のちょうど中間あたりの場

所で、現地写真のとおり集会所から一段下がった畑になります。敷地造成をせ

ず現状のまま使用されるということです。造成をしないということで、今まで

どおり雨水も道路と申請地の間の水路に排水されるので、問題はないと思いま

す。 

 

会  長  ありがとうございました。続いて、地元委員の意見を求めます。 

 

●●委員  ●番席の●●です。申請地の隣にある集会所は、災害時に地区住民の一時的

な避難場所としても使用することから、現状の駐車場では不足するため、新た
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に整備をしたいということでした。譲受人である●●●●の代表である●●と

譲渡人は知り合いであり、今回の相談をしたところ、地域のための駐車場とし

て利用するのであれば、協力するということで話ができたようです。この場所

は農業振興地域整備計画の農用地であったため、令和 4 年 3 月に計画から除外

した後に、今回の申請に至ったということです。特に問題はないと思います。 

 

会  長  ありがとうございました。確認委員、地元委員の説明が終わりましたが、こ

の件についての質問を求めます。 

 

委  員  無しの声あり 

 

会  長  それでは質問がないようですので、質疑を打ち切り採決いたします。ご異議

ございませんか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  それでは許可と決定してよろしいか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  異議なしと認め、許可として決定いたします。 

  続きまして、4番について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  4番の第 5条の譲受人●●●●の件について朗読説明。 

  転用理由は、譲受人は現在実家で暮らしているが、家財道具が増えて手狭に

なったため、申請地を譲り受けて自己用住宅を建築し、転居するものです。 

  以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

会  長  この件について、現地を確認しました当番委員の意見を求めます。 

 

●●委員  ●番席の●●です。場所は●●●●の近くにあり、北へ 70ｍほど行ったとこ

ろにあります。道路から 1.5ｍほど下がった場所ですが、埋め立てをして、道路

の高さに合わせるそうです。周辺も住宅地となっており、農業をする環境とい

うよりは、住環境として適している場所と思います。公共下水道も通っており、

雨水も既存の水路に排水するということで、何ら問題はないと思います。 

 

会  長  ありがとうございました。続いて、地元委員の意見を求めます。 

 

●●委員  推進委員の●●です。先程、当番委員もおっしゃったように、申請地は道路
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から低い場所にあるため、どのように造成するのかを土地を管理している不動

産屋に聞きに行きました。道路と同じ高さまで盛土をして、水路に鉄板を置い

て通路にするということでした。当番委員の意見のとおり問題はございません。 

 

会  長  ありがとうございました。確認委員、地元委員の説明が終わりましたが、こ

の件についての質問を求めます。 

 

委  員  無しの声あり 

 

 

会  長  それでは質問がないようですので、質疑を打ち切り採決いたします。ご異議

ございませんか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  それでは許可と決定してよろしいか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  異議なしと認め、許可として決定いたします。 

  続きまして、議案第 11号「農用地利用集積計画の同意について」を議題とい

たします。 

  この案件は、●番席の●●委員の自己に関する事項になりますので、農業委

員会等に関する法律第 31条の規定に基づき「議事参与の制限」により、当該案

件の審議開始から終了まで退席をお願いします。審議終了後に入席していただ

きます。 

  では、退席願います。 

 

 （●●委員 退席） 

 

会  長  それでは、事務局から説明願います。 

 

事 務 局  令和 4年 6月 13日の公告予定の農用地利用集積計画（案）です。計画一覧表

のとおりです。 

  以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

会  長  この件についての質問を求めます。 

 

委  員   無しの声あり 
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会  長  それでは質問がないようですので、質疑を打ち切り採決いたします。ご異議

ございませんか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  それでは同意と決定してよろしいか。 

 

委  員  異議無しの声あり 

 

会  長  異議なしと認め、同意と決定しました。 

  では、退席された委員に入席していただきます。 

 

 （●●委員 入席） 

 

会  長  以上をもちまして、本日提案されました 3 件の議案はすべて終了いたしまし

た。慎重なご審議をいただき、誠にありがとうございました。これをもって本

会議を終了いたします。 

 

 本会議終了  午前 10時 36分 

 

 


